
特許の表示について 

                    昭和 39 年 10 月 30 日薬監第 309 号 厚生省薬務局監視課長通知 

                             

 従来、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具、それらの容器若しくは被包またはこれらに添

付する文書等に「特許」等の文字を記載することは、当該製品の製造方法、効能効果等について誤

解を招く恐れがあるので、薬事法第 54 条の規定に触れるものとして指導及び取締りを行ってきたが、

「医薬品等適正広告基準」の改訂に伴い、今後この種の表示の取扱いについては、次のように特許

に係わる旨及びその内容を正確に記載する場合は差し支えないものと認めるので、その指導及び

取り締まりに際して十分の配慮をお願いする。 

 

記 

 

「方法特許」又は「製法特許」の文字及び特許番号並びに特許発明にかかる事項を併記して正確に

表示する場合。 


